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お 知 ら せお 知 ら せ

町
の
家
計
簿
よ
り
　
〜
平
成
２８
年
度
　
上
半
期
の
財
政
状
況
〜

総務課　

み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
お
知
ら
せ
す
る
た

め
、
毎
年
２
回
、
予
算
の
執
行
状
況
等
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
９
月
３０
日
現
在
の
状
況
で
す
。

　

詳
細
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

予算額（歳入・歳出ともに）　63億9,680万円■一般会計

会計名 予算額 収入済額 収入率 支出済額 支出率

国民健康保険特別会計 2,488,871 1,095,534 44.0% 1,096,916 44.1%

後期高齢者医療特別会計 182,893 65,661 35.9% 55,850 30.5%

介護保険特別会計 1,235,018 612,771 49.6% 429,069 34.7%

下水道事業特別会計 606,143 93,165 15.4% 208,123 34.3%

■ご注意ください

◎次に該当される方は、東松山市民文化センター確定申告会場での受付となります。
◇株式を売却し損益がある方【“損失の繰越控除”がある方を含む】
◇土地・建物を売却し損益がある方【売却先が“公的機関”の方は町で受付できます】
◇株の配当金・先物取引・ＦＸ取引・外国税控除がある方
◇収支内訳書を作成していない（わからない）方
◇住宅借入金等特別控除を初めて受ける方及び連帯債務がある方
◇青色・損失申告、過年分・更正・修正申告、贈与税・消費税申告をされる方、及び雑損控除がある方
◇困難な内容の申告をされる方

■申告受付日程および会場 ■申告が必要な方
　住民税≪町県民税≫
平成29年１月１日現在、嵐山町に住所がある方で、
平成28年中に所得のある、次の事項に該当する方です。
①給与支払報告書が勤務先から役場に未提出の方
②給与所得者で平成28年途中で退職し、その後再就職して
いない方

③国民健康保険に加入している方
　所得税
①平成28年中の給与収入が2000万円超の方
②給与を２か所以上からもらっている方
③給与所得者で、給与・退職所得以外の所得の合計額が20
万円超の方

（※20万円を超えない方でも住民税申告は必要です）
④営業・農業・不動産所得者で各種所得の合計額が、所得
控除の合計額を超える方

⑤医療費控除等の所得控除を受ける方
■持参していただく書類
❶本人確認書類（下記ＡまたはＢのどちらか）
　（Ａ）マイナンバーカード（個人番号カード）
　（Ｂ）番号確認書類（※１）＋身元確認書類（※２）
　※１ 個人番号が記載された通知カード、住民票の写し等
　※２ 運転免許証、医療保険の被保険者証等
❷申告書（税務署や役場から郵送された方）
❸印鑑（朱肉を必要とするものをご持参ください）
❹平成28年分源泉徴収票及び支払調書等の原本
❺収支内訳書及び帳簿等（営業・農業の事業所得、不動産
所得のある方）

❻不動産所得のある方は、該当物件の固定資産税の納税通
知書（課税明細書）

❼国民年金保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
・介護保険料・任意継続保険料等の領収書、支払証明書等
❽生命保険料・地震保険料（旧長期損害保険料含む）の控
除証明書

❾医療費の領収書及び個人ごとの医療費内訳を合計〔補て
ん額があれば差引く〕した「医療費の明細書」（医療費
控除を受ける方）

❿通帳または振込先がわかるもの（所得税還付申告者本人
名義）

⓫その他参考となる書類

月　　　日 該　当　地　区 会　　場
２月16日（木） 菅谷１区・２区

ふ れ あ い
交流センター

17日（金） 菅谷３区・４区・５区
20日（月） 菅谷６区・７区
21日（火） 菅谷８区・９区
22日（水） 平澤
23日（木） 鎌形
24日（金） 遠山・千手堂
27日（月） 大蔵・根岸・将軍沢
28日（火） むさし台

役　　　場
町民ホール

３月１日（水） 川島
２日（木） 川島
３日（金） 志賀１区
６日（月） 志賀２区
７日（火） 志賀２区
８日（水） 古里
９日（木） 吉田
10日（金） 越畑・勝田
13日（月） 広野
14日（火） 杉山・太郎丸
15日（水） 予備日

●土・日曜日は除きます。
　（土曜日午前中の開庁時も受付はいたしません。）
●混雑の状況で、午前中受付されても相談が午後になる場合
があります。

●町県民税申告書の提出は郵送でも受付できます。
●平成28年１月１日から平成28年12月31日までの所得及び所
得控除の内容を対象といたします。

≪受付時間≫　９時〜11時・13時〜16時

■問合せ
税務課　課税担当　☎６２−２１５３

町県民税・所得税の申告受付が２月１６日から始まります

（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

水道事業会計

収益的収入 収益的支出

233,573 163,500

資本的収入 資本的支出

0 16,964

平成27年度末
残　　高

平成28年度末
残　高（見込）

町　　債 7,041,054 7,129,429

積立基金 606,750 488,030

▪歳出　支出済額24億1,676万円（支出率　３８.９％） （単位：千円）

民生費

総務費

土木費

公債費

教育費

衛生費

その他

民生費 医療費や子育て支援、高齢者・障害者
の福祉など

総務費 選挙事務、自治会運営などの町の運営費
土木費 道路・公園等の整備など
公債費 借入金の返済など
教育費 学校教育やスポーツ活動、文化財保護

など
衛生費 ごみ処理や健康づくり推進など

1,733,416
752,659（43.4%）

1,211,761
404,296（33.4%）

905,713
250,222（27.6%）

660,349
299,650（45.4%）

631,749
263,967（41.8%）

547,595
186,194（34.0%）

660,145
312,811（47.4%）

予算現額（上段）
支出済額（下段）

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

問合せ　総務課　財政契約担当　☎６２−２１５１

2,588,852
1,570,843（60.7%）

729,849
514,483（70.5%）

671,839
155,679（23.2%）

552,423
69,974（12.7%）

516,235
0（0.0%）

114,694
12,639 （11.0%）

1,222,905
897,814（73.4%）

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

予算現額（上段）
収入済額（下段）

町税

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債

諸収入

その他

町税 みなさんに納めていただく住民税など
地方交付税 国が集めた税金を市町村等へ配るもの
国・県支出金 国や県が使いみちを指定した補助金など
町債 町があらたに借りた借入金
諸収入 臨時的な収入など

（単位：千円）▪歳入　収入済額32億2,143万円（収入率　5０.4%）

■特別会計

■町債（借入金）・積立基金（貯金） ■公営企業会計
注：国民健康保険特別会計・下水道事業特別会計の不足額は、他会計の歳入現金から一時資金を流用し収入の不足額を補いました。


